
福井市マイドーム清水農園施設マイファーム施設指定管理者様次のとおり利用の承認を申請します。住　　所氏　　名（団体名） （申請者と利用者が異なる場合）　　・氏名
午前（9-12）(円) 午後（12-17）(円) 夜間（17-21）(円) 全日（9-21）(円)展示室等  □　2,050  □　3,600　 □  4,110　 □　9,460

福井市マイドーム清水利用承認申請書

　　　年　　月　　日
連絡者 （　　　）申　請　者 　　　　　　　　　　　　　　連絡先利用者住所（団体名）利 用 予 定 日利用目的（用途）利 用 予 定 者 数

基本使用料多目ホー
 変更後利用予定日 変更後利用予定者数 変更後利用目的（用途）     年　  　　月　　　　日     　　　　  人

平成　　　年　　　月　　　日

    　　　　　   　  　 人
展示室等  □　2,050  □　3,600　 □  4,110　 □　9,460物販等  □  5,140　  □ 10,280　 □ 12,340　 □ 27,770　会議室  □  　610  □    820　 □    820　 □  1,850　和室  □    610　  □    820　 □    820　 □  1,850　食品加工室  □    920　  □  1,230 □  1,230　 □  2,770　

備考1 利用料金は、セット料金とする。2 利用者が入場料（入場料に類するものを含む）を徴収する場合は、利用料金に当該利用料金の150パーセントに相当する額を加算する。3 福井市以外の居住者が利用する場合は、利用料金に当該利用料金の50パーセントに相当する額を加算する。4 冷房又は暖房を利用する場合は、利用料金に当該利用料の30パーセントに相当する額を加算する。5 利用料金の算出に当たっては、10円未満の端数を切り捨てるものとする。
裏面をお読みください裏面をお読みください裏面をお読みください裏面をお読みください

目的ール会議室等
使用料（Ａ）

備考基本使用料（a)加算料 入場料の徴収　　  有(a×1.5）利用者の住所地　　市外(a×0.5)冷　暖　房　　　有(a×0.3)



1　利用権を譲渡し、他人に利用させ、又は利用目的以外に利用しないこと。1　利用権を譲渡し、他人に利用させ、又は利用目的以外に利用しないこと。1　利用権を譲渡し、他人に利用させ、又は利用目的以外に利用しないこと。1　利用権を譲渡し、他人に利用させ、又は利用目的以外に利用しないこと。

2　利用に際しては、善良な管理者として十分注意すること。もし、事故が発生し、又は施2　利用に際しては、善良な管理者として十分注意すること。もし、事故が発生し、又は施2　利用に際しては、善良な管理者として十分注意すること。もし、事故が発生し、又は施2　利用に際しては、善良な管理者として十分注意すること。もし、事故が発生し、又は施

　　設や備品を破損し、若しくは紛失したときは、損害を賠償すること。　　設や備品を破損し、若しくは紛失したときは、損害を賠償すること。　　設や備品を破損し、若しくは紛失したときは、損害を賠償すること。　　設や備品を破損し、若しくは紛失したときは、損害を賠償すること。

3　施設内又はその敷地内で施設管理者の承諾なく寄付金品の募集をしたり、物品の販売、3　施設内又はその敷地内で施設管理者の承諾なく寄付金品の募集をしたり、物品の販売、3　施設内又はその敷地内で施設管理者の承諾なく寄付金品の募集をしたり、物品の販売、3　施設内又はその敷地内で施設管理者の承諾なく寄付金品の募集をしたり、物品の販売、

　強要、脅迫、宣伝、張りがみ等をしたりしないこと。　強要、脅迫、宣伝、張りがみ等をしたりしないこと。　強要、脅迫、宣伝、張りがみ等をしたりしないこと。　強要、脅迫、宣伝、張りがみ等をしたりしないこと。

4　使用後は、施設及びその附属設備を原状に回復すること。4　使用後は、施設及びその附属設備を原状に回復すること。4　使用後は、施設及びその附属設備を原状に回復すること。4　使用後は、施設及びその附属設備を原状に回復すること。

5　準備及び後始末は、利用承認時間内に含まれているので、その時間内で行うこと。5　準備及び後始末は、利用承認時間内に含まれているので、その時間内で行うこと。5　準備及び後始末は、利用承認時間内に含まれているので、その時間内で行うこと。5　準備及び後始末は、利用承認時間内に含まれているので、その時間内で行うこと。

6　福井市マイドーム清水の設置及び管理に関する条例、その他の関係法令等の規定に違反6　福井市マイドーム清水の設置及び管理に関する条例、その他の関係法令等の規定に違反6　福井市マイドーム清水の設置及び管理に関する条例、その他の関係法令等の規定に違反6　福井市マイドーム清水の設置及び管理に関する条例、その他の関係法令等の規定に違反

　　し、又は施設管理者の指示に反しないこと。　　し、又は施設管理者の指示に反しないこと。　　し、又は施設管理者の指示に反しないこと。　　し、又は施設管理者の指示に反しないこと。

7　予約をキャンセルする場合は出来るだけ早く連絡する。7　予約をキャンセルする場合は出来るだけ早く連絡する。7　予約をキャンセルする場合は出来るだけ早く連絡する。7　予約をキャンセルする場合は出来るだけ早く連絡する。

　　尚、予約日の３日前～当日のキャンセルについては、予約室・時間帯の基本使用料を　　尚、予約日の３日前～当日のキャンセルについては、予約室・時間帯の基本使用料を　　尚、予約日の３日前～当日のキャンセルについては、予約室・時間帯の基本使用料を　　尚、予約日の３日前～当日のキャンセルについては、予約室・時間帯の基本使用料を

　  キャンセル料として支払うこと。　  キャンセル料として支払うこと。　  キャンセル料として支払うこと。　  キャンセル料として支払うこと。

※※※※ 　利用者が、この承認条件に違反し、かつ、施設管理者の指示に従わないときは、利用承認　利用者が、この承認条件に違反し、かつ、施設管理者の指示に従わないときは、利用承認　利用者が、この承認条件に違反し、かつ、施設管理者の指示に従わないときは、利用承認　利用者が、この承認条件に違反し、かつ、施設管理者の指示に従わないときは、利用承認

を取り消し、以後の利用を停止します。を取り消し、以後の利用を停止します。を取り消し、以後の利用を停止します。を取り消し、以後の利用を停止します。

　多目的ホール等を利用するに当たっては、上記承認条件を遵守いたします。な　多目的ホール等を利用するに当たっては、上記承認条件を遵守いたします。な　多目的ホール等を利用するに当たっては、上記承認条件を遵守いたします。な　多目的ホール等を利用するに当たっては、上記承認条件を遵守いたします。な

お、この利用において生じた物損等の損害で利用者の責めに帰すべき事由によるお、この利用において生じた物損等の損害で利用者の責めに帰すべき事由によるお、この利用において生じた物損等の損害で利用者の責めに帰すべき事由によるお、この利用において生じた物損等の損害で利用者の責めに帰すべき事由による

ものについては、利用者において責任を負います。ものについては、利用者において責任を負います。ものについては、利用者において責任を負います。ものについては、利用者において責任を負います。

　　　年　　　月　　　日　　　年　　　月　　　日　　　年　　　月　　　日　　　年　　　月　　　日

　　利用者　（名称及び代表者）　　利用者　（名称及び代表者）　　利用者　（名称及び代表者）　　利用者　（名称及び代表者）

　　　　印（又は署名）　　　　印（又は署名）　　　　印（又は署名）　　　　印（又は署名）

誓約誓約誓約誓約

利用承認条件利用承認条件利用承認条件利用承認条件


